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号外（９）

規　　　　　則

　○山形県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する

　　規則…………………………………………………………………………………………………（学事文書課）…１

　○山形県医師修学資金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則………………………（地域医療対策課）…３

　○山形県財務規則の一部を改正する規則…………………………………………………………（会　計　局）…同

訓　　　　　令

　○山形県文書管理規程の一部を改正する訓令……………………………………………………（学事文書課）…５

告　　　　　示

　○平成13年５月県告示第362号（口頭により開示請求を行うことができる個人情報）の

　　一部改正……………………………………………………………………………………………（学事文書課）…６

 　　　　　　　　　　　　

規　　　　　則
 　　　　　　　　　　　　

　山形県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成30年４月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第43号

　　　山形県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則

　山形県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則（平成21年３月県規則第27号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第１条の次に次の２条を加える。

　（監査報告の作成）

第１条の２　法第13条第４項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

２　監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。第１号並びに第５項第３号及び第４号にお

いて同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

３　前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設

及び維持を認めるものと解してはならない。

４　監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該法人の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及

び情報の交換を図るよう努めなければならない。

５　法第13条第４項に規定する監査報告（以下「監査報告」という。）には、次に掲げる事項を記載しなければな

らない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が法、条例、規則その他の法令及び定款（以下「法令等」という。）に従って適正に実施されて

いるかどうか及び法第25条第１項に規定する中期目標（以下「中期目標」という。）の着実な達成に向け効果

的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

平成30年４月１日（日）

（毎週火・金曜日発行）
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(3) 法人の役員の職務の執行が、法令等に適合して行われることを確保するための体制その他当該法人の業務の

適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

　（監事の調査の対象となる書類）

第１条の３　法第13条第６項第２号に規定する規則で定める書類は、条例及びこの規則並びに定款の規定に基づき

知事に提出する書類とする。

　第７条から第９条までを次のように改める。

第７条から第９条まで　削除

　第11条の次に次の１条を加える。

　（事業報告書の作成）

第11条の２　法第34条第２項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 次に掲げる法人に関する基礎的な情報

イ　目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、設立団体の長、組織図その他の法人の概要

ロ　事務所（従たる事務所を含む。）の所在地

ハ　資本金の額（前事業年度末からの増減を含む。）

ニ　在学する学生の数

ホ　役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

ヘ　常勤職員の数（前事業年度末からの増減を含む。）及び平均年齢並びに法人への出向者の数

ト　非常勤職員の数

(2) 財務諸表（法第34条第１項に規定する財務諸表をいう。次号において同じ。）の要約

(3) 次に掲げる財務情報

イ　財務諸表に記載された事項の概要

ロ　重要な施設等の整備等の状況

ハ　予算及び決算の概要

(4) 事業に関する説明

イ　財源の内訳

ロ　財務情報及び業務の実績に基づく説明

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業に関する事項

　第12条中「第34条第４項」を「第34条第３項」に改める。

　第15条中「第40条第６項」を「第40条第５項」に改める。

　本則に次の３条を加える。

　（内部組織）

第20条　法第56条の２第１号に規定する規則で定める法人の内部組織は、次に掲げる現に存する理事長の直近下位

の内部組織（次項において「現内部組織」という。）であって、同号に規定する再就職者（離職後２年を経過し

た者を除く。次項において同じ。）が離職前５年間に在職していたものとする。

(1) 理事

(2) 監事

(3) 山形県立米沢栄養大学

(4) 山形県立米沢女子短期大学

(5) 山形県立保健医療大学

２　直近７年間に存し、又は存していた前項各号に掲げる理事長の直近下位の内部組織であって、再就職者が離

職前５年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場合にあって

は、他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前５年間に

当該現内部組織に在職していたものとみなす。

　（管理又は監督の地位）

第21条　法第56条の２第２号に規定する規則で定める法人の管理又は監督の地位にある職は、法人の教育研究上の

重要な組織の長の職、法人の職員の給与の支給の基準に基づき管理職手当の支給を受ける職又はこれに準ずる職

として法人が定める職とする。
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　（業務実績等報告書）

第22条　法第78条の２第２項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書の区分に応じ、当該各

号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書　当該事業

年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を

行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を

行った結果を明らかにした報告書　中期計画に定めた項目

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県医師修学資金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成30年４月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第44号

　　　山形県医師修学資金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県医師修学資金等貸与条例施行規則（平成17年７月県規則第57号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２号を次のように改める。

　(2) 山形県立中央病院救命救急センター

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成30年４月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第45号

　　　山形県財務規則の一部を改正する規則

　山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）の一部を次のように改正する。

　第５条第１項第１号中「広報推進課」を「広報広聴推進課」に、「及び健康長寿推進課」を「、健康づくり推進

課及び長寿社会政策課」に改める。

　第６条第１項中「広報推進課」を「広報広聴推進課」に、「及び健康長寿推進課」を「、健康づくり推進課及び

長寿社会政策課」に改める。

　別表第１第２項組織の区分の欄中「広報推進課」を「広報広聴推進課」に、「及び健康長寿推進課」を「、健康

づくり推進課及び長寿社会政策課」に、「教育庁総務課）」を「教育庁総務課、教育庁義務教育課及び教育庁特別

支援教育課にあつては教育庁義務教育課）」に、同項出納員として指定する職の欄中「総務主査、企画振興部統計

企画課」を「主査、企画振興部統計企画課」に改め、「、教育庁全国高校総体推進課にあつては企画専門員」を削

り、同項代決する出納員として指定する職の欄中「主事、同職」を「主任主事又は主事、同職」に、「企画振興部

市町村課にあつては主事（予算担当）、企画振興部統計企画課にあつては主任主事（予算担当）」を「企画振興部

の市町村課及び統計企画課にあつては主事（予算担当）」に、「あつては主査（予算担当）」を「あつては主事(予

算担当) 」に、「及び教育庁全国高校総体推進課にあつては主事、教育庁高校教育課にあつては主査」を「にあつ

ては主事、教育庁高校教育課にあつては主査、教育庁スポーツ保健課にあつては総務専門員」に改め、同項出納員

に委任する事項の欄第１号ロ及びヘ中「こと」を「こと（同項第14号に掲げる経費に係るものにあつては警察本部

警務部会計課に置く出納員に限る。）」に改め、同表第３項代決する出納員として指定する職の欄中「室長補佐」

を「出納専門員（村山総合支庁総務企画部総務課に限る。）」に改め、同表第４項代決する出納員として指定する

職の欄中「西村山総務課、北村山総務課及び西置賜総務課にあつては総務専門員、」を削り、同項出納員に委任す

る事項の欄第１号ハ及びホ中「及び第12号」を「、第12号及び第14号」に改め、同表第６項中
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「　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に、　　　　　　を　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、　　　　　を　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　」　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

置賜総合支

庁産業経済

部家畜保健

衛生課

総務専門

員

置賜総合支

庁産業経済

部家畜保健

衛生課

総務主査

特産技術

部長

機電技術

部長

病害虫防除

所

総務主査 主査 病害虫防除

所

総務主査 上席の主

任主査

最上教育事

務所

総務係長 主査

教育センタ

ー

総務係長 上席の主

任主査

神室少年自

然の家

庶務係長 所長

北村山高等

学校

総務主査 主事

最上教育事

務所

総務係長 主任主事

教育センタ

ー

総務係長 主任主査

神室少年自

然の家

庶務係長 主事

左沢高等学

校

事務長 左沢高等学

校

事務次長

北村山高等

学校

総務主査 主任主事

南陽高等学

校

総務主査 主査 南陽高等学

校

総務主査 主事

長井高等学

校

長井工業高

等学校

総務主査

事務次長

主査

主任主事

鶴岡北高等

学校

主任主査 主査

鶴岡北高等

学校

主査 主事 加茂水産高

等学校

事務次長 主任主査

加茂水産高

等学校

事務次長 主事

小国高等学

校

主査 小国高等学

校

主事

主査）
主任主

査)

長井高等学

校

長井工業高

等学校

総務主査

事務次長

主事

主査

酒田西高等

学校

主任主査 酒田西高等

学校

上席の主

査

山形聾学校

酒田特別支

援学校

事務部次

長

事務次長

上席の主

事

上席の主

査

山形聾学校

酒田特別支

援学校

事務部次

長

事務次長

主任主事

主任主査

ゆきわり養

護学校

鶴岡養護学

校

事務部次

長

主任主査

主査

主事

ゆきわり養

護学校

鶴岡養護学

校

事務部次

長

主任主査

主任主査

主査
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「　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同項出納員に委任する

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

事項の欄第１号イ及びト中「こと」を「こと（同項第14号に掲げる経費に係るものにあつては、山形警察署、上山

警察署、天童警察署、寒河江警察署、村山警察署、尾花沢警察署、新庄警察署、庄内警察署、酒田警察署、鶴岡警

察署、長井警察署、南陽警察署及び米沢警察署に置く出納員に限る。）」に改め、同表第７項中

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　別表第２第２項第９号中「、捜査関係事項の照会に要する経費（警察本部及び警察署における照会に係るものに

限る。）」を削り、同項に次の1号を加える。

（14）警察本部又は警察署における経費のうち捜査関係事項照会に要する経費、死体検案謝金、警察犬借上

謝金、警察通訳人に対する謝金及び費用弁償、道路交通法第102条第５項に規定する臨時適性検査の診断

料、死亡時画像診断料、被留置者の診療に要する経費、証拠物件の運搬に要する経費、犯罪被害者等に対

する公費支援に要する経費、司法解剖遺体の修復及び搬送に要する経費、犯罪現場のハウスクリーニング

に要する経費、犯罪被害者等の一時保護施設の借上げに要する経費並びに警察職員の緊急呼出しに伴うタ

クシーの利用に要する運賃

　別記様式第68号裏面中「３万円」を「５万円」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　令
 　　　　　　　　　　　　

山形県訓令第９号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　山形県文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成30年４月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　山形県文書管理規程の一部を改正する訓令

庄内警察署 調 査 官

（会計担

当）

主事（会

計係）
庄内警察署 会計課長 主事（会

計課）

小国警察署 専 門 員

（会計担

当）

主事（会

計係）

小国警察署 会計課長 主任（会

計課）

寒河江警察

署

村山警察署

尾花沢警察

署

会計課長

会計課長

調 査 官

（会計担

当）

上席の会

計課係長

調 査 官

（会計担

当）

主事（会

計係）

鶴岡警察署

長井警察署

南陽警察署

会計課長

会計課長

会計課長

上席の調

査官（会

計担当）

会計課専

門員

調 査 官

（会計担

当）

寒河江警察

署

村山警察署

尾花沢警察

署

会計課長

会計課長

会計課長

会計課専

門員

上席の会

計課専門

員

主事（会

計課）

鶴岡警察署

長井警察署

南陽警察署

会計課長

会計課長

会計課長

企画調整

官（会計

担当）

調 査 官

（会計担

当)

会計課専

門員
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　山形県文書管理規程（昭和43年４月県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

  別表第１号１本庁の項の表中「広報推進課」を「広報広聴推進課」に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表２出先機関の項の表中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第281号

　平成13年５月県告示第362号（口頭により開示請求を行うことができる個人情報）の一部を次のように改正する。

　　平成30年４月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　「　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　」

　

健康長寿推進課 健長

山形県婦人相談所 婦相

健康づくり推進課

長寿社会政策課

健推

長政

山形県女性相談センター 女相

健康福祉部健康長

寿推進課
を

健康福祉部長寿社

会政策課

平成30年４月１日印刷

平成30年４月１日発行

発行所

発行人

山　 形　 県　 庁

山　　 形　　 県


